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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ユーザの日常の行動に関する情報や環境情報を収集し、該情報に基づいて、最適なサー
ビスをユーザに提供するシステムであって、
　身の回りの物品に予め設けられた該物品に関するＩＤ情報が格納された記憶装置と、
　前記ＩＤ情報とオブジェクトとを予め関連付けて記憶する第１のデータベースと、
　前記オブジェクトと、前記物品から想定されるユーザの行動に関するコンテキストとを
予め関連付けて記憶する第２のデータベースと、
　前記オブジェクトと前記コンテキストと時間情報とを関連付けて記憶する第３のデータ
ベースと、
　前記オブジェクトと前記コンテキストとサービス情報とを関連付けて記憶する第４のデ
ータベースと、
　携帯端末から前記ＩＤ情報を受信し、該ＩＤ情報に対応したオブジェクトを前記第１の
データベースから検索し、コンテキスト管理サーバへ出力するオブジェクト管理サーバと
、
　前記オブジェクト管理サーバから出力された前記オブジェクトに対応した前記コンテキ
ストを前記第２のデータベースから取得し、該コンテキストを前記第３のデータベースに
登録し、該オブジェクトおよび該コンテキストに対応した前記サービス情報を前記第４の
データベースから読み出し、該サービス情報を前記携帯端末へ送信する前記コンテキスト
管理サーバと、
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　前記第３のデータベースに一定時間蓄積された情報を統計処理し、処理結果に基づいて
前記第２のデータベース内の前記コンテキストを更新するユーザ情報更新装置と、
　前記記憶装置から前記ＩＤ情報を取得し、該ＩＤ情報を前記オブジェクト管理サーバに
送信し、前記コンテキスト管理サーバからの前記サービス情報を受信するとともに、該サ
ービス情報を表示する前記携帯端末と、
　を備えたサービス情報提供システム 。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、ユーザの行動状況および環境に応じて動的なサービスを提供するサービス情報
提供システムに関する。
【０００２】
【従来の技術】
人の行動状況や環境に応じてサービスを提供するコンテキストアウェアサービス技術は、
その人に応じたより細かいサービスを提供することを目的として、年配者、障害者に対し
ての生活補助や、子供の安全保護等、多種多様のサービス面で期待されている技術であり
、将来のユビキタス社会でのキーワードとなる技術でもある。ここでいうコンテキストと
は、その人の行動状況を特徴付ける全ての情報であり、その人とコンピュータアプリケー
ション（以下、サービスと呼ぶ）とのやり取りで必要とされる情報である。例えば、現在
位置やスケジュール、行動、行動目的、感情、個人情報、趣味嗜好等の自己に関するもの
や、周辺状況、気温、湿度、気圧等の環境に関するもの、時間に関する情報などが挙げら
れる。コンテキストの定義は完全に統一されていないが、これに関する参考文献としては
、Thomas P. M. Paul Dourish, ”Human-Computer Interaction” Lawrence Erlbaum ass
ociates 2001などがある。なお、以下、これらの情報を「コンテキスト」と称して、説明
する。
【０００３】
コンテキストアウェアサービスを利用するためには、まず、そのコンテキストを取得しな
ければならない。一番単純な方法としては、人が手入力でその場のコンテキスト情報を入
力する方法である。しかし、これを絶えず自分で入力するのは非常に煩わしい作業となる
。そこで、軽量で安価な記憶装置を利用したコンテキスト情報収集手段が注目されている
。この記憶装置はもともと物流関係で利用されているシステムである。例えば、商品に貼
付されているバーコードにはその記憶領域の中にオブジェクト（商品）を示すＩＤタグ情
報が書き込まれており、在庫管理やマーケティングに利用されている。記憶装置の中でも
無線タグを利用したシステムについては、Auto ID Center、ユビキタスＩＤセンター等の
標準化団体も創設されており、記憶装置が設けられたオブジェクトのあらゆる情報を、ネ
ットワークを介して管理することができる。
【０００４】
現時点での従来技術としては、この無線タグを利用して、その記憶域にタグの貼られた場
所の位置情報を記録させ、検出した人の位置に依存した位置依存型サービスを提供するも
のがある。これにより、使用者の現在位置を把握することでその地域に密着したサービス
やナビゲーションサービスが可能となる（例えば、特許文献１参照。）。なお、今後は、
こうしたコンテキストアウェアサービス技術をより一層、一般化させ位置情報のような数
値的なコンテキスト値だけでなく、その人の行動や行動目的、感情等もコンテキストとし
て取り込んだ統合的なコンテキストアウェアサービスプラットフォームが要求されるもの
と考えられる。
【０００５】
【特許文献１】
特開２０００－３４２０号公報（第２－１７頁、第２図）
【０００６】
【発明が解決しようとする課題】
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しかしながら、そのような軽量な記憶装置を利用して、位置情報以外のコンテキスト情報
、例えば、行動や行動目的、感情等の情報を記憶装置から取得することを考えた場合、一
般的に記憶装置の貼られた位置情報だけからでは、取得したい上記情報を特定ができない
。したがって、従来のタグ情報だけからでは、そうした情報を得るのは不可能である。ま
た、行動や行動目的などのコンテキストは表現方法が画一的ではないため、意味レベルで
の表現が困難であるという問題もあり、こうした問題点は、行動や行動目的等のコンテキ
ストを活用して提供するサービスの柔軟さに影響を与える。さらに、人の行動状況や環境
、感情等のコンテキストは一律に定義しにくく、かつ、それを取得する手法についても依
然、画一的な方法は存在していない状況である。
【０００７】
しかし、一方で、将来のユビキタス環境を想定してみると、その人の行動や行動目的、個
人情報等も含めた統合的なコンテキスト情報の取得手法が不可欠であり、また、こうした
コンテキスト情報を柔軟に活用できるサービス形態を望む声が大きくなるものと考えられ
る。
【０００８】
そこで、本発明は、上述した問題点に鑑みてなされたものであって、さまざまな物品に設
けられた記憶装置からの情報により、人の行動や行動目的あるいは個人情報等をも含めた
統合的なサービス情報提供システムを提供することを目的とする。
【０００９】
【課題を解決するための手段】
前記課題を解決するため、本発明は、以下の手段を提案している。
請求項１に係る発明は、ユーザの日常の行動に関する情報や環境情報を収集し、該情報に
基づいて、最適なサービスをユーザに提供するシステムであって、身の回りの物品に予め
設けられた該物品に関する情報が格納された記憶装置と、該物品情報と、該物品から想定
されるユーザの行動に関する情報、一般的な環境情報、サービス情報とを予め関連付けて
記憶するデータベースと、前記記憶装置に格納された物品情報とネットワークを介して取
得した現在の環境情報とに基づいて、前記データベースから、前記物品から想定されるユ
ーザの行動に関する情報と該情報に対応するサービス情報とを配信する管理サーバと、前
記記憶装置から前記物品に関する情報を取得し、該物品情報を前記管理サーバに送信し、
前記管理サーバからの前記情報を受信するとともに、該受信した情報を表示する携帯端末
と、を備えたサービス情報提供システムを提案している。
【００１０】
この発明によれば、身の回りの物品には予め、各物品の物品情報が格納された記憶装置が
備えられている。ユーザの所有する携帯端末は、物品の記憶装置から各物品情報を取得す
ることができる。取得された物品情報は、携帯端末から管理サーバに送信される。管理サ
ーバには、物品とその物品から想定されるユーザの行動に関する情報、一般的な環境情報
およびこれらに対応するサービス情報が格納されている。管理サーバは、携帯端末からの
物品情報と自らがネットワークを介して取得した現在の環境情報に基づいて、これらの情
報から、ユーザに最適なサービス情報を検索して、これを携帯端末に配信する。この情報
は、携帯端末に表示されるため、ユーザは、自分の行動やそのときの環境に最適な情報を
迅速に手に入れることができる。
【００１１】
請求項２に係る発明は、請求項１に記載されたサービス情報提供システムについて、前記
携帯端末が取得した前記物品情報と、前記管理サーバから受信した前記物品から想定され
るユーザの行動に関する情報のうち、ユーザが選択した情報を一定時間蓄積し、該蓄積し
た情報を用いて、ユーザ固有の情報を生成するユーザ情報生成手段と、該生成したユーザ
情報に基づいて、前記データベースに格納された前記物品とユーザの行動に関する情報と
を逐次更新する情報更新手段とを有するユーザ情報更新装置を備えるサービス情報提供シ
ステムを提案している。
【００１２】
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この発明によれば、ユーザ情報更新装置の作動により、携帯端末が取得した物品情報と、
管理サーバから受信した物品から想定されるユーザの行動に関する情報のうち、ユーザが
選択した情報を一定時間蓄積し、蓄積した情報を用いて、ユーザ固有の情報を生成する。
ユーザ情報更新装置は、生成されたユーザ情報を用いて、データベースに格納された物品
とユーザの行動とを関連づけた情報を逐次更新する。したがって、蓄積された情報によっ
て、ユーザの短期的、長期的な行動や趣味嗜好を類推することができるため、ユーザに最
適なサービス情報を迅速に提供することができる。
【００１３】
【発明の実施の形態】
以下、本発明の実施形態に係るサービス情報提供システムについて図１から図３を参照し
て詳細に説明する。
本発明の実施形態に係るサービス情報提供システムは、図１に示すように、物品に設けら
れた記憶装置１と、読取携帯端末２と、オブジェクト管理サーバ３と、コンテキスト管理
サーバ４と、オブジェクトデータベース５と、コンテキストライブラリデータベース６と
、コンテキストリストデータベース７と、サービス定義データベース８とから構成されて
いる。なお、ここで、オブジェクトとは、物品を指す用語である。
【００１４】
記憶装置１は、身の回りにある個々の物品ごとに設けられた物品に関する情報、具体的に
は、タグＩＤ情報が格納されている。携帯端末２は、個々の物品ごとに設けられた記憶装
置１からタグＩＤ情報を読み取る機能と、読み取った情報をオブジェクト管理サーバ３に
送信する機能、コンテキスト管理サーバ４からのサービス情報を受信する機能および受信
したサービス情報を表示する機能とを有している。オブジェクト管理サーバ３は、後述す
るオブジェクトデータベース５を管理するサーバであって、携帯端末２から受信したタグ
ＩＤ情報に基づいて、オブジェクトを検索してこれをコンテキスト管理サーバ４に出力す
る。
【００１５】
コンテキスト管理サーバ４は、後述するコンテキストライブラリデータベース６を管理す
るサーバであって、携帯端末２から受信した情報やネットワークを介して受信した現在の
環境情報に基づいて、コンテキストライブラリデータベース６から最適なサービス情報を
検索して、携帯端末２に送信する。
【００１６】
オブジェクトデータベース５は、各物品に付されたタグＩＤ情報とオブジェクトとを関連
づけて記憶するデータベースである。コンテキストライブラリデータベース６は、オブジ
ェクトとコンテキストとを関連づけて記憶するデータテーブルである。なお、１つのオブ
ジェクトに対して、コンテキストは複数存在してもよい。
【００１７】
コンテキストリストデータベース７は、携帯端末２が取得したオブジェクトとコンテキス
トとを一定時間蓄積するデータベースであり、オブジェクトとコンテキストのほかに時間
情報が記載されている。したがって、このデータベースを例えば、統計的な手法により、
長い期間にわたって解析すれば、ユーザの短期的、長期的な行動パターンや趣味、嗜好等
を把握することができる。サービス定義データベース８は、オブジェクトとコンテキスト
およびサービス情報とを関連づけて記憶したデータベースである。したがって、オブジェ
クトとコンテキストが判明すれば、それに応じた適切なサービス情報を提供することがで
きる。
【００１８】
次に、図２を用いて、本実施形態におけるサービス情報の提供についての処理手順を説明
する。
まず、読取携帯端末２を携帯した人は、あるオブジェクトに対して何か行動を起こそうと
すると同時に、そのオブジェクトに設けられた記憶装置１から、読取携帯端末２を用いて
、タグＩＤ情報を読み取る（ステップ１０１）。読取携帯端末２がタグＩＤ情報を読み取



(5) JP 4263473 B2 2009.5.13

10

20

30

40

50

ると、ネットワーク上のオブジェクト管理サーバ３へ問い合わせる。オブジェクト管理サ
ーバ３は、読取携帯端末２から受信したタグＩＤ情報に対応したオブジェクト情報を検索
する（ステップ１０２）。
【００１９】
次に、オブジェクト管理サーバ３により検索されたオブジェクト情報は、コンテキスト管
理サーバ４に出力される。コンテキスト管理サーバ４は、そのオブジェクト情報に関連し
て予測される複数のコンテキストをコンテキストライブラリデータベース６から取得する
（ステップ１０３）。ここでオブジェクト毎に関連付けられたコンテキストのリストは、
まとめてコンテキストライブラリとして定義されている。取得された複数のコンテキスト
からある推論によって、もっとも相応しいコンテキストを選択し、認識する（ステップ１
０４）。
【００２０】
ここで、認識されたコンテキストは、コンテキストリストデータベース７に登録される（
ステップ１０５）。一定時間蓄積されたコンテキストリストデータベース７内のデータは
、図示しないユーザ情報更新装置によって、時間帯や曜日、季節ごとに統計処理されて、
得られたデータに基づいて、コンテキストライブラリデータベース６内のコンテキスト情
報が更新される。コンテキストが選択されると、サービス定義データベース８上で関連づ
けられたオブジェクトに応じたサービス定義を読み出し、コンテキストに対応したサービ
スを読出携帯端末２に使用者に提供する（ステップ１０６）。提供されたサービス内容は
、読出携帯端末２の表示部に表示され、使用者は、サービスを文字情報として認識する。
【００２１】
次に、オブジェクトデータベース５、コンテキストライブラリデータベース６、コンテキ
ストリストデータベース７およびサービス定義データベース８の記述内容を図３を用いて
説明する。なお、オブジェクトとは、図３（ａ）記載されているトースターやダイニング
テーブル等の物品のことである。図３（ａ）は、オブジェクトデータベース５の記述例を
示している。ここに示すように、オブジェクトデータベース５には、さまざまなオブジェ
クトとこれに対応するタグＩＤ情報が記述されている。図３（ａ）の例では、例えば、オ
ブジェクト「トースター」がタグＩＤ「２０９１４４」に、「ダイニングテーブル」が「
８０２１２３」に対応するものとして記述されている。
【００２２】
図３（ｂ）には、コンテキストライブラリデータベース６の記述例が記載されている。こ
こに示すように、コンテキストライブラリデータベース６には、さまざまなオブジェクト
とこれに対応するコンテキストライブラリが記述されている。
図３（ｂ）の例では、例えば、オブジェクト「トースター」に対し、「パンを食べる」と
いうコンテキストライブラリが、「ダイニングテーブル」に対しては、「朝食を食べる」
、「昼食を食べる」および「夕食を食べる」というコンテキストライブラリが対応してい
る。
【００２３】
図３（ｃ）には、コンテキストリストデータベース７の記述例が記載されている。ここに
示すように、コンテキストリストデータベース７には、さまざまなオブジェクトとこれに
対応するコンテキストおよび時間情報が記述されている。図３（ｃ）の例では、例えば、
午前６時５５分に、「トースター」で「トーストを食べた」こと、午前７時に、「ダイニ
ングテーブル」で「朝食を食べた」こと、午前７時３０分に「○×駅改札口」で「△□電
鉄に乗車した」ことが記述されている。
【００２４】
図３（ｄ）には、サービス定義データベース８の記述例が記載されている。ここに示すよ
うに、サービス定義データベース８には、さまざまなオブジェクトとこれに対応するコン
テキストおよびサービス内容が記述されている。図３（ｄ）の例では、例えば、オブジェ
クト「ダイニングテーブル」に対し、「朝食を食べる」、「昼食を食べる」、「夕食を食
べる」というコンテキストが記述され、さらに、それぞれのコンテキストに対して、それ
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ぞれ「世界の主食　朝食スタイル表示」、「お洒落なランチ　レシピ表示」、「お勧めの
夕食　カロリ計算」といったサービス情報が関連づけて記述されている。
【００２５】
上記のように、たとえば、読取携帯端末２が読み取ったオブジェクトのタグＩＤ情報から
、オブジェクトが「ダイニングテーブル」であると認識したときには、コンテキストライ
ブラリデータベース６に「ダイニングテーブル」というオブジェクトを問い合わせる。コ
ンテキストライブラリデータベース６内には、「ダイニングテーブル」というオブジェク
トに対して、「朝食を食べる」、「昼食を食べる」および「夕食を食べる」というコンテ
キストライブラリが対応している。
【００２６】
ここで、問い合わせの時間帯に対応して、「朝食を食べる」というコンテキストライブラ
リが選択されると、コンテキストリストデータベース７に、問い合わせ時間、オブジェク
ト名およびコンテキストが登録される。こうしたデータベースを作成することで、個人の
備忘録として管理できるだけでなく、さらに、これらのリストを時間帯や曜日あるいは季
節ごとに統計処理を行うことにより、その人の短期的・長期的な行動パターンや趣味・嗜
好を得ることができる。したがって、コンテキストリストデータベース７内に、毎朝「ト
ーストを食べる」という記録があれば、習慣的に朝はパン食であるという個人情報を取得
することが可能である。
【００２７】
また、サービス定義データベース８には、オブジェクト毎に定義されたサービス情報が用
意されていることから、ユーザの行動パターンや趣味、嗜好に合ったコンテキストに応じ
た動的なサービスが可能である。例えば、図３（ｄ）のように、ダイニングテーブルに対
してサービス記述を定義しておれば、「朝食を食べる」というコンテキストに対し、「世
界の主食、朝食スタイルの表示」サービスが提供できる。
【００２８】
以上、図面を参照して本発明の実施形態について詳述してきたが、具体的な構成はこれら
の実施の形態に限られるものではなく、この発明の要旨を逸脱しない範囲の設計変更等も
含まれる。例えば、本実施形態においては、コンテキストライブラリデータベースにすで
に、オブジェクトに対応したコンテキストライブラリが記述されている例について説明し
たが、携帯端末の設定入力手段を設けて、ユーザに、任意に各オブジェクトに対応したコ
ンテキストライブラリを登録させるようにしてもよい。
【００２９】
また、本実施形態においては、一定時間内に蓄積されたオブジェクト情報とコンテキスト
から統計的に、ユーザの行動パターンや趣味、嗜好を得ることについて説明したが、ある
一定時間内に得られたさまざまなオブジェクト情報から、ユーザの行動を推論するような
手法を合わせて用いてもよい。
【００３０】
【発明の効果】
以上のように、この発明によれば、人の行動や行動の目的等に関するコンテキスト情報を
、対象となるオブジェクト毎に用意し、これを日時や気象情報、位置情報等の環境情報等
と組み合わせて、ユーザに情報を提供することによって、より的確なサービスを提供する
ことができるという効果がある。また、取得されたコンテキスト情報を逐次蓄積し、これ
らの情報を時間帯や曜日あるいは季節ごとに統計処理を行うことにより、その人の短期的
・長期的な行動パターンや趣味・嗜好を得ることができるという効果がある。さらに、オ
ブジェクト毎に想定しうるコンテキストを用意しているため、コンテキストを利用したサ
ービスの提供も一元的に管理でき、サービス情報の活用も容易にできるという効果もある
。
【図面の簡単な説明】
【図１】　本発明の実施形態に係るシステムの構成図である。
【図２】　本発明の実施形態に係るシステムの処理フローチャートである。
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【図３】　本発明の実施形態に係る各データベース内の記述内容を示す図である。
【符号の説明】
１・・・記憶装置、２・・・読取携帯端末、３・・・オブジェクト管理サーバ、４・・・
コンテキスト管理サーバ、５・・・オブジェクトデータベース、６・・・コンテキストラ
イブラリデータベース、７・・・コンテキストリストデータベース、８・・・サービス定
義データベース、

【図１】 【図２】
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【図３】
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